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長野市営茶臼山マレッ ト ゴルフ 場の指定管理者による管理に関する仕様書 

 
こ の仕様書は、 長野市から 指定管理者に長野市営茶臼山マレ ッ ト ゴルフ 場（ 以下「 茶臼山マレッ ト 」

と いう 。） を管理運営するにあたっ ての業務内容及び条件等について定めるも のである。  

 

（ 運営方針）  

第１ 条 茶臼山マレッ ト は、 指定管理者が管理する長野市営運動場条例（ 以下「 条例」 と いう 。）  に基

づき設置さ れる施設であり 、 市内初の山間地を利用し た全面芝生のマレッ ト ゴルフ 場と し て整備

さ れたも のである。 常に、 その機能を十分に発揮するよう 努めるも のと する。  

 

（ 注意義務）  

第２ 条 条例及びその他関係法令を遵守するほか、 長野市が別に定める長野市営茶臼山マレッ ト ゴルフ

場管理運営要領（ 以下「 管理運営要領」 と いう 。） 及びこ の仕様書に基づき善良なる管理者の注

意をも っ て管理運営にあたるも のと する。  

２  長野市は、 指定管理者に対し ク ラ ブハウス内の売店等営業の権限も 併せて付与するも のと す

る。  

３  指定管理者は、 ク ラ ブハウス内の売店営業等を実施し 、 利用者へのサービス向上に努めるも の

と する。  

 

（ 許認可手続き）  

第３ 条 施設設置に関する必要な諸手続きは、 長野市において行う も のと する。  

 ２  施設利用に関する必要な諸手続きは、 指定管理者において行う も のと する。  

 

（ 利用料金の収受）  

第４ 条 長野市は、 茶臼山マレッ ト の利用料金の収受を指定管理者に委任するも のと する。  

２  指定管理者は、 利用料金を収受し て施設を利用さ せなければなら ないも のと する。  

３  収受し た利用料は、 指定管理者の収入と し て取り 扱う も のと する。  

 ４  指定管理者は、 茶臼山マレッ ト の収入金を独立し た口座で管理すると と も に、 毎月の収入状況

を長野市に報告するも のと する。  

 

（ 利用料金の割引き）  

第５ 条  指定管理者は、 利用者により 長野市営運動場利用割引・ 無料申込書が提出さ れた場合、 長野

市の承認を経た上で、 条例第８ 条第７ 項及び指定管理者が管理する長野市営運動場条例施行規

則（ 以下「 規則」 と いう 。）  第７ 条によるほか、 長野市の定める長野市営体育施設使用料の減

免に関する内規により 利用料金を割引き、 又は無料と するこ と ができる。  

 

（ 報  告）  

第６ 条 毎月の施設の運営状況を、 翌月の１ ０ 日までに長野市に報告するも のと する。  

 

（ 維持管理）  

第７ 条 ク ラ ブハウス及びマレッ ト ゴルフ コ ース並びにこ れに付帯する設備の維持管理については、 管

理状態を良好にし 、 補修及び改修の必要があると き は、 指定管理者から の現況報告を基に原則と

し て長野市が次年度予算要求時に計上するも のと する。 なお、 緊急を要するも のについてはこ の
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限り でない。  

 ２  施設並びにこ れに付帯する設備に係る小規模（ 70 万円未満） の修繕等については、 指定管理者

の判断により 、 指定管理者がその費用を 負担し 、 実施するも のと する。 ただし 、 予算を超える場

合又は大規模な修繕を 要する場合にあっ ては、 双方で協議し 対処するも のと する。  

 

（ 安全対策）  

第８ 条 指定管理者は、 次に掲げる事項に特に留意し 、 利用者の安全確保に努めるこ と と する。  

（ １ ）  常に万全を期し 、 万一非常事態（ 地震・ 火災） が発生し たと きは、 第一に利用者の安全を確

保すると と も に早急な事態の収拾を図るも のと する。  

・ 緊急時連絡体制の作成 

・ 救助訓練の実施 

・ 放送設備、 無線機、 電話、 作動確認 

・ 消火器点検 

・ 非常口の確認 

（ ２ ）  電気及び設備の保守及び定期点検等（ 法定点検を含む） の安全点検は、 専門的知識を有する

者あるいは関係法令に定める者により 定期的に行う も のと し 、 利用者の安全を 期するも のと す

る。  

・ 自動ド ア設備保守点検 

・ 浄化槽保守点検 

 

（ 利用状況の管理及び報告）  

第９ 条 ク ラ ブハウス受付カ ウンタ ーに日別の受付簿を備え、 利用者数及び利用料等の的確な把握に努

めなければなら ない。 ( 月別年度ごと に分けて保管するこ と 。 )  

 ２  利用状況を下記のと おり 提出するこ と と する。  

（ １ ）  月別利用状況 

（ ２ ）  年間利用状況 

 

（ 業務の再委託）  

第１ ０ 条 次に掲げる業務は、 第三者に委託できるも のと する。  

（ １ ）  し 尿浄化槽保守点検 

（ ２ ）  給与計算業務 

（ ３ ）  白蟻防除業務 

（ ４ ）  その他、 茶臼山マレッ ト の維持管理のため長野市が必要と 認めたも の 

 

（ 再委託の禁止）  

第１ １ 条 次に掲げる業務は、 第三者に委託するこ と を禁止する。  

（ １ ）  利用料徴収業務 

 

（ 備品の購入及び管理）  

第１ ２ 条 受任業務遂行上必要と なる備品類及び作業用機械類（ １ 件３ 万円以上の物品等） の購入は、

指定管理者から の現況報告を 基に、 補充の必要がある場合に、 原則と し て長野市が次年度予算

要求時に予算計上し 、 購入するこ と と する。 ただし 、 緊急を要するも のについてはこ の限り で

はない。  
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 ２  指定管理者は、 長野市より 無償で借用し ている別紙に示す備品等（ 以下「 備品等（ Ⅰ種）」 と

いう 。） と 、 指定管理者の任意により 購入又は調達し た備品（ 以下「 備品等（ Ⅱ種）」 と い

う 。） を善良な管理を持っ て使用するも のと する。 破損等が生じ た場合は速やかに長野市に報

告し なければなら ない。  

 ３  備品等（ Ⅰ種） の備品類及び作業用機械類に係る小規模（ 70 万円未満） の修繕等について

は、 指定管理者の判断により 、 予算の範囲内で必要に応じ て専門業者に依頼し 、 指定管理者が

早急に対処するも のと する。 ただし 、 予算を超える場合又は大規模な修繕を要する場合にあっ

ては、 双方で協議し 対処するも のと する。  

 ４  指定管理者の所有する備品を茶臼山マレッ ト へ持ち込む場合は、 第２ 項に記載し た備品と 容易

に区別がつく よう に管理するこ と と する。  

 ５  業務遂行上必要と なる備品類及び作業用機械類で、 双方が所有し ていない場合にあっ ては指定

管理者は予算の範囲内で専門業者から 借用し 使用するこ と ができる。  

 

（ パンフ レッ ト 及び回数券等の印刷）  

第１ ３ 条 必要に応じ てパンフ レッ ト 及び回数券等を作成及び印刷するも のと する。  

 ２  新規パンフ レッ ト 作成にあたっ ては、 双方で協議し 作成するも のと する。  

 ３  パンフ レッ ト 等を善良な管理を持っ て使用するも のと する。  

 

（ 光熱水費）  

第１ ４ 条 指定管理者は次に定める使用量を常に把握し 、 善良な管理を持っ て使用するも のと する。  

（ １ ）  電気使用量 

（ ２ ）  水道使用量 

 ２  光熱水費の使用料は、 指定管理者が支払う も のと する。  

 ３  漏電、 漏水等の早期発見に努め、 万一発見し た時には長野市と 協議のう え対処するも のと す

る。  

 

（ 施設の維持修繕等）  

第１ ５ 条 設備等に修繕を要すると 判断し たと き又は保守点検等で専門業者から 指摘を受けた場合は、

早急に長野市に報告し 、 指定管理者自身によっ て修繕若し く は予算内で必要に応じ 専門業者に

依頼し 、 早急に対処するも のと する。 また、 予算範囲を超えると き、 または大規模な修繕等を

要すると き には、 双方で協議し 対処するも のと する。  

 

（ 医薬品等の所持）  

第１ ６ 条 利用者のケガ等に対処するため、 救急医薬品を所持し 、 善良な管理を持っ て使用するも のと

する。  

 ２  ケガ人等処置台帳を作成し 、 対処し た場合にあっ ては、 台帳に氏名、 住所、 年齢、 症状、 ケ

ガをし た場所等を記入し 、 保管するも のと する。  

 

（ 通信運搬費）  

第１ ７ 条 事務連絡用及び緊急連絡用と し て、 次に定めるも のを所有できるも のと する。  

・ Fax 兼電話機 

・ 電話機 

 

（ 手 数 料）  
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第１ ８ 条 次に定める事項を専門業者に委託できるも のと する。  

・  し 尿浄化槽法定点検手数料 

・  し 尿浄化槽清掃手数料 

・  芝刈り 機研磨手数料 

 ２  新規に発生し たも のは、 その都度追加できるも のと する。  

 

（ 保険）  

第１ ９ 条 万一の場合に備え、 長野市が付保する保険は、 次のと おり と する。  

（ １ ）  建物総合損害保険 

（ ２ ）  市民総合賠償補償保険 

 ２  指定管理者が付保する保険は、 次のと おり と する。  

（ １ ）  賠償責任保険 

（ ２ ）  自動車賠償責任保険 

（ ３ ）  自動車任意保険 

 

（ 使用料及び賃借料の支払い）  

第２ ０ 条 指定管理者は、 使用機器に係る利用料等を支払う も のと する。  

・ コ ピー機使用料 

・ 芝管理機械類使用料 

 ２  新規に発生し たも のは、 その都度追加できるも のと する。  

 

（ 原材料）  

第２ １ 条 指定管理者は、 芝ゴルフ コ ースを通常維持管理するため、 原材料を購入し 補充等するこ と が

でき る。  

 

（ その他）  

第２ ２ 条 こ の仕様書に定めのない事項で、 受任業務遂行上必要と なる事項については、 双方で協議し

て定めるも のと する。  
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長野市営茶臼山マレ ッ ト ゴルフ 場管理運営要領 

 

１  開設 

（ １ ） 開設期間は、 ４ 月の指定管理者が定める 日から 11 月末までと する 。  

（ ２ ） 開設時間は、 午前８ 時 30 分から 午後５ 時までと する 。  

   なお、 大会等の開催については、 その都度協議し 変更でき る こ と と する 。  

（ ３ ） 上記開設期間中は、 原則と し て無休と する 。 ただし 、 指定管理者は、 必要がある と 認め

る と き は、 市長の承認を 受けてこ れを 変更でき る こ と と する 。  

 

２  利用料 

指定管理者が管理する 長野市営運動場条例別表（ 第８ 条関係） によ る。  

区   分 料   金 

一 回 券 一   般 ４ ５ ０  円 

高校生及びシルバー ３ ０ ０  円 

小・ 中学生 １ ５ ０  円 

通 年 券 一   般 ６ ， ７ ５ ０  円 

高校生及びシルバー ４ ， ５ ０ ０  円 

小・ 中学生 ２ ， ２ ５ ０  円 

マレ ッ ト ゴルフ 用器具使用料（ スティ ッ ク 、 ボール）  １ 組１ 回につき  １ ０ ０  円 

 

３  利用上の規制事項 

（ １ ） 利用に際し ては、 必ず管理棟（ ク ラ ブハウス） にて受付を する 。  

（ ２ ） 利用後は、 利用者の責任においてゴミ は持ち 帰る 。  

（ ３ ） コ ース内への車両の進入は禁止する。  

（ ４ ） コ ース内でのゴ ルフ 練習及び犬の散歩は禁止する 。  

（ ５ ） コ ース内では火気厳禁と する 。  

 

４  管理運営業務 

（ １ ） 受付業務  入場者の整理及び規制、 利用料金の徴収等受付に関する こ と 。  

 －業務の詳細－ 

・  １ 回券及びマレ ッ ト ゴルフ 用器具貸出券の確認（ 施設利用券は券売機にて発行）  

・  通年券の発行 

・  入場券（ １ 回券及び通年券） と 腕章の交換（ 配布及び回収）  

・  券売機の管理（ 券売機ロール紙交換作業等）  

・  マレ ッ ト ゴルフ 用器具貸出簿の作成、 整理 

・  コ ース状況の的確な判断によ り 開場の可否を 判断 

（ ２ ） 管理業務  施設の維持管理に関する こ と 。  

－業務の詳細－ 

・  ク ラ ブ ハウス内は、 マレ ッ ト ゴルフ 場利用者以外にも 隣接する 茶臼山恐竜公園等利用
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者が快適に利用でき る よ う 日々の清掃業務を 実施する こ と  

・  マレ ッ ト ゴルフ コ ースについては、 常に良好な芝コ ースと し て管理する こ と  

ゴルフ コ ース内芝  野芝 4, 760 ㎡（ グリ ーン ・ フ ェ アウェ イ 3, 890 ㎡、 ラ フ 870

㎡）  

ゴルフ コ ース周囲芝 洋芝 2, 000 ㎡ 

・  ゴルフ コ ース以外の管理区域部分下草は、 施設全体の景観等に配慮し 適正管理に努め 

る こ と  

    下草管理面積 29, 000 ㎡ 

・  施設内整備及び作業用機械類の適正管理に努める こ と  

（ ３ ） 報告業務  管理日誌、 利用状況表、 利用料集計簿等への記載及び報告に関する こ と 。  

－業務の詳細－ 

・  日々の利用者数及び利用料等徴収金額（ 券売機現金及び通年券販売金） を 集計し 日報

作成、 月毎に綴り 管理保管 

・  通年券販売状況受付簿の作成、 年度毎に綴り 管理保管 

・  ク ラ ブ ハウス内公衆電話の管理 

 

５  受付運営方法 

（ １ ）  マレ ッ ト ゴルフ 用器具の貸出券発行は券売機と し 、 当該利用券と 引き 替えに用具を 貸

し 出すも のと する 。  

    また、 器具利用後は、 必ず回収する 。  

（ ２ ）  会場利用については、 １ 回券（ 発行は券売機によ る ） 又は通年券（ 発行は受付カ ウン

タ ーにて） 購入者と し 、 利用の際は受付カ ウン タ ーにて、 利用券の半券（ 通年券につい

ては目視確認） と 引き 替えに腕章を 配布する 。  

    また、 会場利用後は、 必ず回収する 。  

（ ３ ）  大会等で専用利用し たい旨の申込みがあっ た場合は、 指定管理者の判断の上、 受付す

る 。  

※（ １ ） 用器具貸出、（ ２ ） 利用券の確認にあたっ ては、 受付カ ウン タ ーに受付簿を 備え利用

者本人に氏名等必要事項を 記入さ せる こ と 。  

 

６  施設利用不可能な場合 

（ １ ）  雨天等でコ ース状態が悪化し た場合は、 その都度判断し 施設利用不能と する 。  

（ ２ ）  原則と し て、 大会でのコ ース専用利用は認めないこ と と する が、 指定管理者が認めた

場合にあっ て、 大会等で専用利用する 場合は、 一般の利用は不能と する 。  

 

７  無料開放日 

 毎月第３ 日曜日（ 市民体育の日） 及び１ ０ 月第２ 月曜日（ スポーツ の日） はマレ ッ ト ゴルフ

場（ 用器具は除く ） を 無料開放する 。  

 また、 開場日及び閉場日についても 無料開放と する 。  
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８  その他 

（ １ ） 施設内での事故発生時には、 応急処置は行う がその後の責任は負わないも のと する 。  

（ ２ ） 施設内（ 駐車場を 含む） での盗難については、 一切責任は負わないも のと する 。  

（ ３ ） ロ ッ カ ー鍵の紛失については、 鍵代実費を 徴収する 。  

（ ４ ） こ の管理運営要領に定めのない事項で、 受任業務遂行上必要と なる 事項については、 協

議し て定める も のと する 。  

 

別添4-3


